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「二分脊椎患者の麻痺性足部変形に対する変形矯正手術についての後ろ向き観察研究」 
へのご協力のお願い 

 

この度 神奈川県立こども医療センター 整形外科では二分脊椎に伴う足の変形を当院で手術された患者

さんを対象に「二分脊椎患者の麻痺性足部変形に対する変形矯正手術についての後ろ向き観察研究」につ

いての研究を行っております。下記の内容をお読みいただきご協力くださいますようお願いします。 

 

研究課題名 二分脊椎患者の麻痺性足部変形に対する変形矯正手術に

ついての後ろ向き観察研究 

研究の目的 

（試料・情報の利用目的及び利用方法） 

当院で行っている、二分脊椎患者の麻痺性足部変形に対

する変形矯正手術の治療成績を明らかにすることを目的

とします。二分脊椎の患者さんの足部は、麻痺の程度に

より様々な変形を来しますが、これに対して当院で行っ

ている手術の治療成績をまとめ、今後の治療や手術法の

改善に生かすのが目的です。 

「後ろ向き観察研究」とは、通常の診療や治療の課程で

作成される診療記録（カルテ）の記載事項や、撮影した

画像を用いる研究です。この研究により新たに患者さん

に検査やアンケートなどをお願いすることはありませ

ん。 

対象の範囲 

 

2001 年 4 月から 2016 年 4 月に、当院で二分脊椎の麻痺

性尖足に対し、手術を行った患者さん 

利用する試料・情報の項目 受診中に撮影した単純 X 線、年齢、性別などの患者基礎

データ、どのくらいの動きや日常生活動作が可能かにつ

いての情報、関節可動域の記録等に関する 2021 年 4 月

までの情報 

研究実施機関（利用する者の範囲） 

  

本研究は院内のみで実施されますので、外部に試料・情

報の提供はありません。 

研究期間  2021 年 10 月 29 日から 2024 年 3 月 31 日 

情報の管理について責任を有する者・所属 研究責任者 整形外科 大庭真俊 

 

本研究はヘルシンキ宣言（2013 年 10 月 WMA フォルタレザ総会での修正版）及び人を対象とする生

命科学・医学系研究に関する倫理指針（令和 3 年 3 月 23 日文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第

1 号）に従って実施されます。使用する情報は患者さんの個人が特定できる情報とは切り離したうえで使

用するため、個人情報が外部に漏れることはありませんし、プライバシーには十分に配慮して行います。 

また、研究の成果は関係の学会や学術雑誌で発表されますが、その場合も患者さん個人を特定できること

はありません。 

本研究は整形外科の研究費で行っており、企業等からの資金提供は受けておりません。 

また、研究者は企業等から独立して計画を立案し実施いたしますので、本研究の結果および解析等に影響
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を及ぼすことはありません。 

本研究の対象となる患者さんでご自身やお子さんの情報は利用しないでほしい等のご要望がございまし

たら、下記連絡先までご連絡ください。その場合、情報は使用いたしません。また、そのことにより診療

や看護等において不利益を被ることもございません。 

尚、解析開始後は情報の削除ができないことをご了承ください。 

（苦情等の相談窓口は総務課倫理委員会事務局です。） 

 連絡先 研究責任者 整形外科    大庭真俊 

        

地方独立行政法人 神奈川県立病院機構 

    神奈川県立こども医療センター 

           総務課 倫理委員会事務局          

Tel：045-711-2351 内線 2212 


